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あ

わ

び
漁

解

禁

さ

れ

る

十

一
月
二

日
、
午
前
七

時
か
ら
、
三

年
間
、
禁
漁

さ
れ
て

い
た

あ
わ
び
漁
が

解
禁
さ
れ
ま

し
た
。

漁
は
一
ヶ

月

五
日
間
、
時

間
に
し
て
十

五
時
間
、
廡

卜

（
月
ｙ
一
月
ま
で

膩

き
ま
す

。



佐
井
村
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会
発
足

十
一
月
五

日
、
振
興
セ
ン

タ
ー
で
佐

井

村
老
人

ク
ラ

ブ
連
合
会

結
成

総
会
が

行
な
わ
れ
ま
し
た

。
こ

れ
は

、
野
平
地

区

を
除
く
各
単
位
老
人

ク
ラ

ブ
が
連
合

体
の
必
要
性
を
認

め
、
老
人

ク
ラ
ブ
の

普
及
発
展
を

は
か
る
と
と
も
に
広
く
老

人
福
祉

の
推

進
に
寄
与

す
る
目

的
で
発

足
し
ま
し
た

。

会
議
は
、
下
北
地
方
福
祉
事
務
所
長

外
多
数
来
賓
の
祝
辞
を
受
け
、
規
約
、

今
後
の
活
動
方
針
を
万
場
一
致
で
決
定

し
ま
し
た
。
こ
の
あ
と
懇
談
会
に
入
り

各
地
区
か
ら
参
加
し
た
方
々
の
余
興
も

と
び
だ
す
な
ど
、
に
ぎ
や
か
な
う
ち
に

終
丁
し
ま
し
た
。
こ
の
発
足
会
の
為
、

数
日
間
練
習
を
積
み
出
席
者
の
か
っ
さ

い
を
あ
び
た
白
寿
会
（
磯
谷
）
の

ド

い
が
た
節
」
は
印
象
的
で
し
た
。

役
員
は
次
の
と
お
り
で
す
。

会
長

太
田

悛
勇
、
副
会
長

川

畑
徳
次
郎
、
横
浜
一
郎
、
理
事

竹

内
茂
三
郎
、
田
中
慶
三
郎
、
大
坂
浅

次
郎
、
下
山
勇
吉
、
加
藤
長
次
郎
、

監
事

中
村
菊
次
郎
、
石
沢
み
き
、

福
田
徳
次
郎

【社会福祉事務所長のあいさつ】

【元気な、じさま 、ばさま達】

【なごやかな懇談会】

矢
越
水
蓮
ク
ラ
ブ
（

会
長
、
川
畑
徳
次
郎

氏
）
青
森
県
観
光
連

盟
か
ら
感
謝
状
を
授

与
さ
れ
る

十
一
月
五
日
、
矢
越
青

年
会
館
で
、
青
森
県
観
光

連
盟
か
ら
の
感
謝
状
が
伝

達
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
県
餘
光
連

盟
が
、
観
光
地
の
美
化
に
協
力
し
た
団

体
等
に
毎
年
感
謝
状
を
さ
し
土
げ
て
い



る
も
の
で
、
今
回
授
与

さ
れ
た
水
蓮

ク

ラ
ブ
は
、
ガ
ン
カ
ケ
岩
付
近
を
清
掃
し

お
と
ず
れ
る
人

々
に
、
気
持
よ
く
、
た

の
し
く
過
ご
し
て
も
ら
お
う
と
行

っ
て

い
る
も
の
で
す
。
記
念
事
業

と
し

て
伝

達
式
前
に
地
域

の
各
種
団

体
の
方

々
の

協
力
を
得
、
ガ
ン
カ
ケ
岩
付

近
に
、
木

下

与
三

郎
、
中
村
菊
次
郎
両

氏
か
ら
寄

贈

さ
れ
た
六
年
生
の
松
を
植
え
ま
し
た
。

【記 念 植 樹】

に のゴミのやま】

【感 謝 状 伝 達 式 】

楽
し
か
っ
た
敬
老
会

本
村
・
原
田
・
川
目
・
矢
越

合
同
敬
老
会

昨
年
は
庁
舎
及
び
振
興
セ
ン
タ
ー
の

新
築
を
記
念
し
て
全
村
合
同
敬
老
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
は
輸
送
の

関
係
で
出
席
者
の
希
望
も
考
慮
し
、
全

村
合
同
敬
老
会
を
見
合
わ
せ
、
す
で
に

開
催
ず
み
の
地
区
を
除
き
四
地
区
の
合

圜
敬
老
会
を

開
催
致
し
ま

し
た
。
佐
井

村
教
育
委
員

長
か
ら
の
記

念
品
を
受
け

招
待
者
を
代

表
し
て
石
沢

み
き
さ
ん
の

お
礼
の
こ
と

ば
が
あ
り
ま

し
た
。
婦
人

会
の
献
身
的

な
協
力
に
よ

り
沢
山
の
ご

ち
そ
う
を
前

に
、
お
じ
い

さ
ん
、
お
ば

あ
さ
ん
の
顔

も
ほ
こ
ろ
び

佐
井
保
育
所

園
児

の
お
ど
り
、
婦
人
会
員
の
と
び

い

り
も
あ
っ

て
楽
し

い
一
日
を
過
ご
し
ま

し
た
。
「
た
い
し
た

お
も
し
ろ
か
っ
た
、

ま
だ
、
ち

ょ
こ

ち
ょ
こ
あ

づ
ば
り
こ
を

作
っ
て
け
さ
ま
い
」

の
声

に
関
係
者
は

激
励
さ
れ
た
事
と
思

い
ま
す
。



国

民

年

金

高
齢
者
の
方
に
耳
よ
り
な
話
を

＝
再
び
五
年
年
金
に

加
入
で
き
ま
す
＝

明
治
三
十
九
年
四
月
二

日
か
ら
明
治

四
十
四
年
四
月
一

日
ま

で
の
間
に
生
れ

た
人
の
う
ち

、
国
民
年
金

が
発
足

し
た

昭
和
三
十
六
年
当
時
、
十
年
年
金

に
加

入
し
な

か
っ

た
人
で
、
昭
和
四
十
五
年

に
開
か
れ
た
五
年
年
金

に
も
加
入
し
な

か
っ
た
た
め

に
、
将
来

、
拠
出

制
の
老

齢
年
金

に
結
び

つ
か
な

い
人

も
少
な
く

あ
り
ま

せ
ん

の
で
今
回

の
国
民
年

金
法

改
正
で

、
も
う
一

度
加
入

の
機
会

が
与

え

ら
れ

る
こ

と
に
な
り

ま
し

た
。

一

加

入

で

き

る

人

明
治
三
十

九
年
四
月
二

日
か
ら
明
治

四

十
四

年
四

月
一
日
ま
で
の
間
に
生
れ

た
日
本
国

民
で
、
厚
生
年
金
や
共
済
組

合

な
ど
職
場
の
年
金
制
度
に
加
入
し
て

い
な

い
人
は
加
入
で
き
ま
す

。
た
だ
し

】
‥

国
民
年
金
か
ら
老
齢
年
金

、
通

算
老
齢
年
金
を
う
け
て

い
る
人
、

ま
た
は
、
う
け

る
た
め

の
納
付
条

件

に
達
し
て

い
る
人

。

口

職
場

の
年
金
制

度
か
ら
老

齢
（

退
職
）
年
金
、
普
通
恩
給
な
ど
を

も
ら
っ
て
い
る
か
、
も
ら
う
加
入

期
間
を
満
た
し
て
い
る
人
。

目

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い

人
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
特
例
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
六

年
と
昭
和
四
十
五
年
に
任
意
加
入
を
希

望
し
な
か
っ
た
人
や
、
任
意
加
入
し
な

が
ら
途
中
で
加
入
を
や
め
て
し
ま
っ
た

人
は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
、
職
場
の
年
金

制
度
に
加
入
し
て
い
た
た
め
、
加
入
で

き
な
か
っ
た
人
に
も
加
入
の
途
が
開
か

れ
ま
し
た
。

一

加

入

の

申

出

は

来

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

で

す

。

本
年
十
月
か
ら
受
付
て
ぃ
ま
す
が

申
込
締
切
り
は
昭
和
四
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
で
す
か
ら
、
こ
れ
を

過
ぎ
れ
ば
加
入
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

一

か

け

金

は

四

十

五

年

に

さ

か

の

ぼ

っ

て

納

め

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

五
年
年
金
を
も
ら
う
に
は
、
か
け

金
を
五
年
間
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
申
出
を
し
た
日
か
ら
五
年

間
納
め
る
こ
と
に
す
る
と
、
年
金
を

も
ら
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
七
十

歳
を
す
ぎ
て
し
ま
う
人
も
あ
り
、
う

ま
み
が
な
い
の
で
、
い
ま
、
五
年
年

金
に
加
入
し
て
い
る
方
が
、
か
け
終

る
昭
和
五
十
年
六
月
に
あ
わ
せ
て
い

ま
す
の
で
、
昭
和
四
十
五
年
六
月
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
一
ヶ
月
に
つ
き
九
百

円
の
か
け
金
を
納
め
る
仕
組
み
に
し

て
お
り
、
申
出
後
の
か
け
金
期
間
と

合
わ
せ
て
五
年
に
な
れ
ば
、
五
年
年

金
を
う
け
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

皆
さ
ん
の
な
か
で
、
将
来
、
老
齢
福

祉
年
金
よ
り
高
い
年
金
を
う
け
た
い
と

い
う
人
は
、
今
す
ぐ
民
生
相
談
課
、
年

金
係
で
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
兄

年

末

年

始

の

食

品

衛

生

令
年
末
年
始
の
食
品
は
安
全
か
令

今
年
も
あ
と
幾
日
も
な
く
し
て
、
ジ

ン
グ
ル
ペ
ル
の
鐘
に
続
い
て
年
の
暮
れ

が
お
と
ず
れ
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
、
年
越
し

や
正
月
は
、
一
年
の
最
大
行
事
の
一
つ

で
あ
り
、
沢
山
の
ご
ち
そ
う
を
つ
く
っ

て
お
祝
い
を
す
る
の
が
習
慣
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
例
年
、
年
末
に
は
消
費

が
い
つ
も
の
何
倍
に
も
の
び
、
こ
れ
に

こ
た
え
る
た
め
業
者
は
、
製
品
の
製
造

能
力
を
越
え
た
無
理
な
操
業
を
し
て
い

る
の
が
現
状
で
す
。

ま
た
、
商
店
も
無
理
を
し
て
商
品
を

陳
列
す
る
た
め
、
や
や
も
す
る
と
衛
生

の
面
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
や
す
く
な
り

消
費
者
に
不
衛
生
な
食
品
が
提
供
さ
れ

る
お
そ
れ
が
出
て
き
ま
す
。

令
年
末
・
年
始
の
食
品

一
斉
取
り
締
り
令

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
今

年
も
ま
た
十
二
月
十
日
ご
ろ
か
ら
一
ヵ

月
に
わ
た
り
年
末
・
年
始
の
食
品
取
り

締
り
を
行
な
い
ま
す
。

対
象
は
製
造
所
、
販
売
所
、
仕
出
し

業
、
行
商
な
ど
と
し
、
品
目
は
食
品
製

品
（
（

ム

ー
ソ
ー
セ
ー
ジ
）
な
ど
、
魚

肉
加
工
品
（
か
ま
ぼ
こ
・
魚
肉
（

ム
・

魚
肉
ソ
ー
セ
上
ン
・
鯨
肉
製
品
・
す
じ

こ
な
ど
）
、
そ
う
ざ
い
、
調
味
料
、
野

菜
、
菓
子
類
を
中
心
に
、
こ
れ
ら
の
製

造
方
法
・
添
加
物
の
使
用
方
法
を
監
視

す
る
ほ
か
、
販
売
店
で
の
取
り
扱
い
方

法
な
ど
を
監
視
し
ま
す
。

ま
た
、
監
視
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら

の
食
品
に
つ
い
て
の
化
学
検
査
、
細
菌

検
査
を
も
行
い
、
安
心
で
き
る
正
月
食

品
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
県
内
全
保
健

所
の
食
品
衛
生
監
視
員
を
動
員
し
て
一

斎
取
り
締
り
を
実
施
し
ま
す
。

改 善 さ れ た 国 民

年 金 の 保 険 料

・定額（ 如Ｏ円）のかけ金
⇒ ９００円に（月額）

・附加年金（９００円）のかけ

金ぺ〉１，３００円に（月額）

・５年年金（ ７５０円）のか

け金０ ９００円に（月額）

これらのかけ金は４９年１

月から引き上げられます。



齎
消

費
者
は
ど
ん

な
点
を

注
意

す
れ
ば
よ

い
か
齎

前
に
述
べ
た
よ
う

に
正
月
食
品
は
、

ど
う
し

て
も
製
造
や
販
売
管
理
が
粗
雑

に
な
り

が
ち
で
す
か
ら
買
う
時
に
は
、

必
ず
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

一

店
内
の
清
掃
が
ゆ
き
と
ど
い
て

い
る
か
。

一

食
品
が
き
ち
ん
と
整
理

さ
れ
て

い
る
か
。

一

食
品

が
陳
列
台

か
ら
あ
ふ
れ
、

通
路
な
ど
に
置

か
れ

て
不
衛
生
で

な
い
か
。

一

取

り
扱

い
方
法
が
衛
生
的
か
ど

う

か
。
（
菓
子
な

ど
を
手
で
っ
か

む
店
員
が

い
亘

一

手
は
き
れ

い
で
、
清
潔

な
白
衣

な

ど
を
着
用
し
て

い
る
か
。

一

包
装
具
（
包
装
紙
、
ビ
ニ
ー
ル

袋
な
ど
）
が
清
潔
に
保
管
さ
れ
て

い
る
か
。

一

表
示

は
正

確
に
な
さ
れ

て
い
る

か
。（
製
造
年
月
日
の
表
示
な
ど

）

一

保
存
温

度
の
表
示

さ
れ
て

い
る

食
品
は
、
正
確

に
冷
蔵
保
存
さ
れ

い
る
か
。

一

つ
ぶ
れ
て

い
る
か
ん
づ
め
は
良

品
と
は

い
え
な

い
。

運
転
は
「
見
る
」

「
待
つ
」
「
ゆ
ず

る
」
ゆ
と
り
か
ら

こ

ま

り

ご

と

の

目

炎

ま

「

主

民

キ

ェ
＝
卩
Ｃ

ｆ

コ

ー

ナ

」

へ

大
間
警
察
署
で
は
、
本
年

の
運
営
指

標

と
し
て

「
草
の
根
警
察
」
の
確
立
を

め
ざ
し
て
住
民
警
察
活
動
を
推
進
し

て

き
ま
し
た
が
、
よ
り
一
層

の
推
進
を

は

か

る
た
め
、
十
一
月
一
日

か
ら
警
察
署

匚
住
民
コ
ー
ナ
ー
を
開
設
し
、
み
な

さ

ん
方
の
要

望
、
願
出

、
苦

情
お
よ
び
相

談
等
に
応
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

。

警
察
署
住
民
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
署

の

次
長
が
責
任
者
と
な
っ
て
み
な
さ
ん

の

身

に
な
っ
て
相
談
等
に
応

じ
て
い
ま
す
。

住
牟
コ
ー
ナ
ー
で
は
み

な
さ
ん
方

が

気
昜
く
相
談
等
が
で
き
る
よ
う

に
細

心

の
心
く
ば
り
を
し
て
お
待

ち
し

て
お
り

ま
す
。

住
民
コ
ー
ナ
ー
で
は
生

活
問
題
（
例

え
ば
金
銭
の
貸
借
、
土
地
家
屋
等
の
問

題

）
、
交
通
問
題

こ
父
通
事
故
相
談
、

法
令
の
質
疑
、
運
転
免
許

の
受
験
手
続

き
な
ど
）
、
暴
力

問
題
（
暴
力
団
員
に

よ
る
被
害
、
い
や
が
ら
せ

、
お
礼
参
り

事
犯
な
ど
）
の
ほ
か
警
察
業
務
全
般

に

つ

い
て
の
要
望

あ
る
い
は
苦
情
等
の
窓

口
と
な
っ
て
み
な
さ
ん
の
側

に
立
っ
て

解
決
す
る
こ
と
に
し

て
お
り
ま
す
。

一

日
曜
、
祭
祠
を

除
く
毎
日
午
前
八

時

二
十
分
か
ら
午
後
四
時
（
土
曜
臼

は
十
二

時

）
ま
で
執

務
し

、
み
な

さ

ん
方
の
お
い
で
を

お
待
ち
し
て
お
り

ま
す
。

●

二
よ
っ
て
い
る
こ
と

●

ま
よ
っ
て
い
る
こ
と

●

な
や
ん
で
い
る
こ
と

そ
の
ほ
か
ご
意
兄
、
要
望
な
ど
が
あ

り
ま
し
た
ら
「
住
民
コ
ー
チ
ー

へ
お

い
で
下
さ
い
。
あ
な
た
の
身
に
な
っ
て

あ
な
た
と
共
に
処
理
い
た
し
ま
す
。

他

人

の

人

権

尊

重

を

県

下

二

市

三

町

言

７‐

ル

地

区

に

″
。

法
務
省
は
、
本
年
度
か
ら
五
ヶ
年
計

画
で
全
国
に
人
権
モ
デ
ル
地
区
を
指
定

し
て
人
権
共
存
の
思
想
の
高
揚
を
図
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
近
の
全
国
的
風
潮
と
し
て
近
隣
関

係
を
め
ぐ
る
紛
争
や
家
庭
内
の
い
ざ
こ

が
ざ
目
立
っ
て
き
た
こ
と
は
、
自
分
の

権
利
の
み
を
主
張
し
他
人
の
人
権
を
か

え
り
み
な
い
二
と
が
そ
の
大
き
な
要
素

を
な
し
て
い
る
と
し
て
、
相
手
の
立
場

を
尊
重
し
、
人
権
は
お
互
い
に
共
存
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
普
及
す

る
こ
と
に
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
た
め
初
年
度
と
し
て
青
森
地
方

法
務
局
が
指
定
を
う
け
、
こ
の
中
で
、

二
燉
（
八
戸
・
黒
石
）
三
町
（
蟹
田
・

中
里
・
木
造
）
に
お
い
て
来
年
三
月
ま

で
毎
月
講
演
会
、
座
談（
代

特
設
相
談

所
等
の
催
事
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

み
な
さ
ん
こ
の
機
会
仁
正
し
い
人
権

を
身
に
つ
け
、
お
互
い
に
人
権
を
尊
重

赤十字社員増強運動とは
社員をもって組織する日本赤十字社は、その

主たる事業財源を社員の納入する社費に求める
ことは創立以来の使命です。
すなわち、日本赤十字社は社員を増強し、社

費の安定的な増収をはかるとこによって組織の
強化と、人道的任務の遂行が期し得られるので
毎年展開される「社員増強運動」こそ事業資金
調達のための赤十字遠の生命です。

日赤佐井分区



し

あ
っ
て
明

る
い
住
み
よ

い
社
会
を

創

る
こ

と
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

尚

、
人
権
問
題

に
か

ぎ
ら
ず
相
談
し

た
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
法
務
大

臣

が
委
嘱
し

た
次

の
委
員

に
お
た
ず
ね

く
だ
さ

い
。

樋
口

秀
次
、
石
沢

み
き
、
若
山

弥
一
郎

供

託

事

務

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

青
森
地
方
法
務
局
む
っ
出
張
所

で
取

り
扱
っ
て

い
た
供
託
の
事
務
は
、
昭
和

四
十
八
年
十
二

月
一
日
か
ら
青
森
地
方

法
務
局
供
託
課
で
取
り
扱
う
こ
と
に
な

り
ま
し

た
。

一

、
各
種
供
託
書
用
紙

お
よ
び
供
託
金

並
び
に
供
託
有
価
証
券
の
払
渡
請
求

書
用

紙
等

は
、
従
来
の
と
お
り

む
つ

出
張

所
に
備
付

け
、
無
料
で
交
付
し

ま
す
か
ら
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

二

、
各
種

供
託
の
手
続

お
よ
び
払
渡
請

求
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
従
来

ど
お

り
む
つ
出
張
所

に
お
い
て
相
談

に
応

じ
ま
す
の
で
、
気
軽
に
相

談
し

て
下

さ

い
。

三

、
青
森
地
方
法
務
局
供
託
課
に
お
い

て
は
、
供
託
金
を
現
金
で
受
入

れ
ま

す
の
で
、
供
託
書
と
供
託
金
を
郵
送

（
書
留
郵
便

）
さ
れ
れ
ば
受
理
し
ま

す
。ま

た
、
供
託
金
の
払
い
渡
し
を
受

け
る
場
合
も
、
請
求
者
の
最
寄
り
の

銀
行
（
日
本
銀
行
と
送
金
の
特
約
の

あ
る
銀
行
）
に
送
金
す
る
手
続
も
あ

り
ま
す
の
で
、
郵
便
で
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
詳
し
い
手
続

に
つ
い
て
は
、
む
つ
出
張
所
に
ご
相

談
し
て
下
さ
い
。

四
、
十
二
月
一
日
か
ら
供
託
事
務
を
取

り
扱
う
供
託
所

青
森
市
長
島
四
丁
目
二
三
番
四
号

青
森
地
方
法
務
局
供
託
課

青
森
地
方
法
務
局

戸

籍

の

窓

口

十
二
月
八
日
現
在

○
お
誕
生
お
め
で
と
う

田

中

正

治
（
義
美
）
牛

滝

坪

谷

孝

（
照
二

大
佐
井

佐

賀

希

帆
（
正
尚
）
古
佐
井

束

出

隆

広
（

。元

）
磯

谷

大

坂

雅

子
（

功

）
大
佐
井

上

山

貴

博
（

智

）
大
佐
井

金

沢

秋

則
（
武
光
）
大
佐
井

横

浜

紀

子
（
政
良
）
大
佐
井

若

山

幸

弘

足

弘
）
古
佐
井

金

沢

景

子
（
弘
泰
）
大
佐
井

船

越

晶

子
（

清

）
牛

滝

吉

浦

恵

子

、４
治
）
磯

谷

○
ご
結
婚
お
め
で
と
う

榊

勉

（
石

巻

市
）

（
山

本

京

子
（
古

佐

井
）

へ
沌

本

清

孝
（
長

後
）

丸

木

博

子
（
本

渡

市
）

箱

守

行

雄
（
関

城

町
）

（
辻

恵

子
（
大

佐

井
）

成

田

優

一
（
弘

前

市
）

（
田

中

昌

子
（
磯

谷
）

館

脇

守

敬
（
矢

越
）

（
バ

法

美

子
（
大

間

町
）

佐

賀

泰

（
（
古

佐

井
）

（
池

内

文

子
（
山

本

町
）

秋

元

和

廣
（
渋

谷

区
て

（
藤

田

章

子
（
原

田
ブ

田

中

秋

良
（
原

ｍ

）

（
小

川

祥

子
（
都

留

市
）

宮

川

尚

（
大

佐

井
）

（
川

越

章

子
（
古

佐

井
）

鈴

木

悦

雄
（
大

江

町
）

（
水

戸

栄

子
（
天

童

市
）

－
高

杉

剛

（
大

畑

町
）

ｆ

島

貞

子
（
大

佐

井
）

金

沢

輝

義
（
原

田
）

（
谷

和

子
（
横

浜

市
）

太
田
代

敬

喜
（
一

戸

町
）

（
松

本

貞

子
（
原

田
）

能

登

清

士
（
古

佐

井
）

（
京

方

菊

世
（
岩

瀬

村
）

木

下

修

（
古

佐

井
）

（
小

山

久
美
子
（
虻

田

町
）

伊

藤

時

美
（
古

佐

井
）

（
木

橋

三
重
子
（
谷
田
部
町
）

マ
七

鹿

島

政

隹
Ｆ
（
原

田

）

（

蝦

名

悦

子
（
青

森

市

）

金

沢

逸
之
進
（
古

佐

井

）

（

三

川

恵

子
（
大

佐

井

）

紀

伊

十
三

男
（
古

佐

井

）

（

能

澤

苗

子
（
天

童

市

）

北

村

卓

（
風
間
浦
村

）

（

渋

谷

邯

子
（
古

佐

井

）

宮

野

順

一
（

大

佐

井

）

（

苫
米
地

寿
美
子
（
十
和
田
市

）

吉

田

悛

策
（
む

つ

市

）

（

工

藤

ユ
キ
子
（
大

佐

井

）

Ｏ

お
く
や
み
申
し
上
げ

ま
す

７

根
戸
内

源
太
郎
（
春
良
）
古

佐
＃

ｆ

岩

清
水

く

二
（

芳

）
古

佐
＃

１

’

田
名
部

と

く
（
由

匸

古
佐
井

川

七
序

さ

た
（
せ

こ

古
佐
井

宮

眄

。
辜
三

郎
（
武
雄

）
原

田

紀

伊

光
次
郎
（
政
雄
）
古
佐
井

奥

本

慶

子
（
勝
英

）
大
佐
井

木

下

ま

さ
（
順
弘

）
牛

滝

磯

川

と

め
（
菊
雄

）
古
佐
井

川

畑

豊
次
郎
（
と
せ

）
大
佐
井

村

政

の

窓

口

十
月
二
十
三
日

下

北
小
中
学
校
長

研
修
会

二
十
四

日

下

北
小
中
学
校
長

研
修
会

二

十
五

日

敬
老
会

十
一
月

五

日

老
人

ク
ラ

ブ
連
合

会
結
成
総
会

、
囗

移
動

保
健
所

七
日

家
庭
健
康
大
学

八
日

政
治
討
論
会

九
日

保
健
協
力
員
研
修

会

十
三
日

老
人
健
康
大
学

十
四
日

家
庭
健
康
大
学

十
六
日

集
団
電
話
開
通
式

十
九
日

納
税
貯
畜
組
合
連

合
会
定
期
総
会

二
十
一
口
｝
家
庭
健
康
大
学

二
十
三
日

部
分
林
組
合
総
会

二
十
七
日

百
条
委
員
会

三
十
日

身
体
障
害
者
福
祉

協
議
会
総
会

十
二
月
五
日

家
庭
健
康
大
学
修

了
式

九
日

佐
井
村
消
防
団
幹

部
会

こ

よ

み

と

行

事

十
二
月
二
十
四
日

ゴ
ミ
収
集

二
十
七
日

ク

ニ
十
八
日

御
用
納
め

三
十
日

ゴ
ミ
収
集

三
十
一
目
］

年
越
し

・謄本と抄本のちがい
戸籍の謄（抄）本は、家族関係

などを証明する資料として重要な

役割を果たしています。

「謄本」とは、戸籍の記載全部
を写したものをいい、「抄本」と

は、必要な部分だけ写したものを

い います。
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